
議案第３１号 

   令和６年度東郷町一般会計補正予算（第１０号） 

 令和６年度東郷町の一般会計補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６０９，２０９千円を増額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７，０６１，１５６千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第４条 地方債の追加は、「第４表地方債補正」による。 

  令和７年３月２４日提出        東郷町長 石 橋 直 季     
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第２表 繰越明許費補正 
追 加 

款 項 事業名 金額 

 

10 教育費 

 

３ 中学校費 

 

東郷中学校南校舎東側トイレ改修事業 

 

千円 

６４，９５０ 

 

10 教育費 

 

３ 中学校費 

 

中学校屋内運動場空調整備事業 

 

５４４，２５９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３表　債務負担行為補正
追　加

事　　項 期　　間 限　度　額

千円

小 学 校 学 習 用 タ ブ レ ッ ト 整 備 事 業
令和８年度から
令和１２年度まで

３２１，５０９

中 学 校 学 習 用 タ ブ レ ッ ト 整 備 事 業
令和８年度から
令和１２年度まで

１７２，８４０
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第４表 地方債補正 
追 加 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 

 

 

東 郷 中 学 校 

南 校 舎 東 側 

トイレ改修事業 

 

千 円 

 

５０，４００ 

 

 

 

 

 

 

普通貸借 

５．０％以内 

（ただし、利率

見直し方式で

借り入れる資

金について、利

率の見直しを

行った後にお

いては、当該見

直し後の利率） 

  政府資金につい

てはその融資条件

により、銀行その

他の場合には起債

年度から据置期間

を含めて３０年度

間以内に元利均等

又は元金均等若し

くは元金不均等の

方法で毎年度１期

又は２期に分けて

償還する。 

  ただし、町財政

その他の都合によ

り据置期間及び償

還期間を短縮し、

若しくは繰上償還

し、又は利息の定

率を高めないで借

り換えることがで

きる。 

 

 

中 学 校 

屋 内 運 動 場 

空 調 整 備 事 業 

 

 

 

 

 

 

 

 

４３８，２００ 
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議案の概要 

１ 歳入の補正 

⑴ 空調設備整備臨時特例交付金等の増額に伴い、国庫支出金を２０７，２８５ 

千円増額する。 

⑵ 財政調整基金繰入金の減額に伴い、繰入金を８６，６７６千円減額する。 

⑶ 義務教育事業債の増額に伴い、町債を４８８，６００千円増額する。 

２ 歳出の補正 

中学校維持管理事業費の増額に伴い、教育費を６０９，２０９千円増額する。 

 

 


